
1
　
山
歩
き
や
遠
足
に
出
か
け
る
時
は
、
目
的
地
及
び
そ
の
行

　
程
が
狩
猟
が
行
わ
れ
る
場
所
で
あ
る
か
ど
う
か
な
ど
、
事
前

　
の
安
全
確
認
を
行
っ
て
下
さ
い
。�

�

2
　
山
野
を
歩
い
た
り
、
山
林
・
田
畑
で
作
業
を
す
る
際
は
な

　
る
べ
く
目
立
つ
服
装
を
す
る
よ
う
に
心
が
け
、
ラ
ジ
オ
を
流

　
す
な
ど
し
て
自
分
の
存
在
を
周
囲
に
知
ら
せ
る
よ
う
心
掛
け

　
て
下
さ
い
。
ま
た
、
歩
道
か
ら
は
ず
れ
た
り
、
や
ぶ
の
中
に

　
入
っ
た
り
し
な
い
よ
う
に
し
て
下
さ
い
。
単
独
行
動
は
さ
け

　
ま
し
ょ
う
。�

�

3
　
狩
猟
に
伴
う
、
危
険
と
思
わ
れ
る
行
為
や
事
故
を
見
聞
し

　
た
と
き
は
、
最
寄
り
の
警
察
に
通
報
し
て
下
さ
い
。�

�

4
　
狩
猟
が
行
わ
れ
る
場
所
等
に
つ
い
て
は
、
次
ま
で
お
問
い

　
合
わ
せ
下
さ
い
。�

�

　
●
長
崎
県
自
然
保
護
課 

長
崎
市
江
戸
町
２-

13�

　
　
☎
０
９
５
（
８
９
５
）
２
３
８
４�

　
●
対
馬
地
方
局
総
務
課 

対
馬
市
厳
原
町
宮
谷
２
２
４�

　
　
☎
０
９
２
０
（
５
２
）
１
３
１
１�

　
●
対
馬
市
農
林
課 

対
馬
市
厳
原
町
国
分
１
４
４
１�

　
　
☎
０
９
２
０
（
５
３
）
６
１
１
１�
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■
年
金
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ�

は
次
の
番
号
へ�

平
成
18
年
10
月
よ
り
、
長
崎
社
会

保
険
事
務
局
長
崎
北
事
務
所
の
電

話
番
号
が
次
の
よ
う
に
変
更
と
な

り
ま
し
た
。�

1.

代
表
番
号
は
廃
止
さ
れ
ま
す
。�

2.

国
民
年
金
に
関
す
る
お
問
い
合

　 

わ
せ
は
次
の
番
号
へ�

☎
０
９
５
（
８
６
１
）
１
５
８
２

3.

年
金
給
付
に
関
す
る
お
問
い
合 �

 

　
わ
せ
は
次
の
番
号
へ�

☎
０
９
５
‐
８
６
１
‐
１
３
８
７�

■
平
成
17
年
度
の
免
除
申
請
は
10

月
ま
で
可
能
で
す
。�

1.
平
成
17
年
4
月
〜
18
年
6
月
の

　 

期
間
の
「
免
除
（
全
額
・
半
額
）�

　 

及
び
若
年
者
猶
予
」�

2.

平
成
17
年
4
月
〜
18
年
3
月
の

　 

期
間
の
「
学
生
納
付
特
例
」�

 

　
に
つ
い
て
は
、
10
月
末
ま
で
申

　 

請
の
受
付
を
い
た
し
ま
す
。�

■
年
金
記
録
の
確
認
は
社
会
保
険

事
務
所
へ�

　
社
会
保
険
事
務
所
で
は
12
月
末

ま
で
、
年
金
記
録
相
談
の
特
別
強

化
体
制
を
取
っ
て
い
ま
す
。�

　
被
保
険
者
の
年
金
記
録
の
確
認

と
と
も
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
に

お
答
え
し
ま
す
。�

　
ご
自
身
の
年
金
記
録
に
不
安
や

疑
問
を
少
し
で
も
お
持
ち
に
な
ら

れ
た
方
は
、
社
会
保
険
事
務
所
へ

お
越
し
下
さ
い
。�

■
問
い
合
わ
せ
■�

長
崎
北
社
会
保
険
事
務
所�

☎
０
９
５
（
８
６
１
）
１
５
８
２�

☎
０
９
５
（
８
６
１
）
１
３
８
７�

　
ま
た
は�

対
馬
市
役
所
市
民
生
活
部
市
民
課

な
ら
び
に
各
支
所
住
民
生
活
課
年

金
担
当
ま
で�

社
会
保
険
事
務
局
の
出
張
相
談
の
お
知
ら
せ�

　
◎
11
月
14
日（
火
）�

　
　
対
馬
市
役
所
大
会
議
室 

午
前
10
時
か
ら
午
後
5
時
ま
で�

　
◎
11
月
15
日（
水
）�

　
　
美
津
島
支
所
別
館
会
議
室 

午
前
10
時
か
ら
午
後
3
時
ま
で�

狩
猟
解
禁
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

狩
猟
解
禁
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ�
狩
猟
解
禁
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ�

　
11
月
15
日
〜
翌
年
の
2
月
15
日
ま
で�

狩
猟
が
解
禁
と
な
り
ま
す
。�

（
た
だ
し
、
イ
ノ
シ
シ
の
捕
獲
に
限
り�

3
月
15
日
ま
で
）�

　行政相談とは、毎日のくらしの中で、国や県、市など行政全般についての苦情や要望を受け、みなさん�
の声を行政の改善に役立てる制度です。�
　相談は無料で秘密は堅く守られますので、お気軽にご相談ください。�

※相談所開設日以外でも相談を受け付けています。詳しくは対馬市総務課☎0920（53）6111または各支所地域振興課までおたずね下さい。�

日　　　　　程　　　　　　　　 会　　　　場　　　　　　　　　担当行政相談員�

10月18日(水)  9:30̃15:00 　　　    美津島文化会館　　　　　横尾　満　☎0920（54）2319�

10月22日(日)10:00̃15:00 　　　 対馬市交流センター　　　　樺島悦三　☎0920（52）1888

≪一日相談所開設のお知らせ≫�

狩
猟
期
間
中
は
次
の
点
に
留
意
し
て
下
さ
い�
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　8月中旬頃から注射器、薬品容器などの医療系廃棄物が対馬各地の

海岸で発見されています。排出者を特定することはできませんが、

国外の医療器具メーカーのロゴが印字されたものが多く含まれてい

ました。�

　中には針が付いたまま海岸に漂着したものもあり、十分な注意が

必要です。�

　さらに、今年は長崎県内各地で流木が大量に漂着したり、対馬市

では未使用の船舶用信号弾が発見されています。�

　これらの危険なものや不審なものを海岸で発見された場合は、不

用意に触れることなく、廃棄物対策課又は各支所住民生活課へお知

らせ下さい。�

日
　
時
　
　
平
成
19
年
1
月
21
日（
日
）�

会
　
場
　
　
豊
玉
地
区
公
民
館�

※
日
時
、
会
場
は
都
合
に
よ
り
変
更
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

◎
大
根
、
白
菜
、
ね
ぎ
等
の
野
菜
類
、
花
類

ボ
カ
シ
を
利
用
し
た
生
ご
み
の
堆
肥
で
栽
培
し
た
作
物

を
募
集
し
ま
す
。

◎
出
品
方
法
な
ど
詳
細
は
、後
日
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

※
こ
の
他
、
ボ
カ
シ
づ
く
り
実
践
、
元
気
野
菜
づ
く
り

体
験
発
表
、
元
気
野
菜
を
使
っ
た
料
理
の
試
食
な
ど
を

予
定
し
て
い
ま
す
。

◎
出
品
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
あ
ら
か
じ
め
登
録
が
必

要
で
す
。
ま
た
、
ボ
カ
シ
が
必
要
な
方
に
は
お
分
け
し

ま
す
。
（
数
に
限
り
あ
り
）

全
て
の
問
い
合
わ
せ
は
対
馬
市
廃
棄
物
対
策
課

☎
０
９
２
０
（
５
３
）
６
１
１
１

元
気
野
菜
と
は
…

　
生
ご
み
を
微
生
物
の
力
で
リ
サ
イ
ク
ル
し
て
作
っ
た

堆
肥
を
利
用
し
て
栽
培
し
た
野
菜
の
こ
と
。
栄
養
価
が

高
く
、
ビ
タ
ミ
ン
が
豊
富
で
、
野
菜
本
来
の
生
命
力
に

あ
ふ
れ
た
元
気
野
菜
は
、
環
境
に
優
し
い
だ
け
で
は
な

く
、
人
間
の
体
に
も
優
し
く
「
食
育
」
の
分
野
で
も
注

目
さ
れ
て
い
ま
す
。

海水浴場で発見された注射器�

回収された注射器�
などの医療系廃�
棄物はおよそ550個� 対馬市廃棄物対策課　電話０９２０－５３－６１１１�

不審物の漂着を発見したら、ご連絡ください�
医療系廃棄物・船舶用信号弾などが漂着しています�

元
気
野
菜
コ
ン
テ
ス
ト

元
気
野
菜
コ
ン
テ
ス
ト

元
気
野
菜
コ
ン
テ
ス
ト

手
作
り
野
菜
を
募
集
し
ま
す�

家
庭
か
ら
出
る
生
ご
み
を
堆
肥
化�

し
て
栽
培
し
た
野
菜
や
草
花
の�

コ
ン
テ
ス
ト
を
開
催
し
ま
す
。�

�����

Ｑ
　
ど
ん
な
相
談
を
受
け
付
け
て
い
る
の�

Ａ
　
職
場
に
お
け
る
男
女
差
別
や
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス�

メ
ン
ト
、
夫
や
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
（
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ�

ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス)

、ス
ト
ー
カ
ー
な
ど
の
女
性
に
対
す
る

あ
ら
ゆ
る
人
権
侵
害
に
つ
い
て
の
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
秘
密
は
厳
守
い
た
し
ま
す
。

�

Ｑ
　
誰
が
相
談
に
応
じ
て
い
る
の�

Ａ
　
女
性
の
人
権
擁
護
委
員
及
び
法
務
局
・
地
方
法
務
局
の�

女
性
職
員
が
中
心
と
な
っ
て
相
談
に
応
じ
ま
す
。�

　
長
崎
地
方
法
務
局･

長
崎
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会�

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
と
は

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
と
は�

�

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
と
は�

�

　
法
務
省
は
、
従
来
か
ら
様
々
な
活
動
を
通
じ
て
女
性�

の
人
権
問
題
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
が
、
平
成
12
年�

度
か
ら
悩
み
を
持
っ
た
女
性
が
気
軽
に
相
談
で
き
る
専�

用
の
電
話
相
談
窓
口
を
設
け
ま
し
た
。�

　
そ
れ
が
、「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」で
す
。�


